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事案の概要

本件は，大分県由布市（以下「由布市」または「市」という。）湯布院町の

塚原地区に居住しまたは旅館等の経営をする原告ら（Ｘら）が，被告である事

業者らの太陽光発電事業計画（以下「本件事業計画」という。）の実施にとも

ない，被告らが購入した土地（以下「本件土地」という。）上にメガソーラー（大

規模太陽光発電所）設備が設置されることにより，原告らの有する人格権（塚

原地区の景観を含む自然環境を享受する権利。以下「本件環境権」という。），

および景観利益，ならびに営業権が侵害されると主張して，被告らに対し，そ

れらの権利に基づき，メガソーラー設備の設置等の開発行為等の差止めを求め

た事案である。

本件は，不動産の取得・所有・賃貸・管理・利用および処分等を目的とする

合同会社を被告とする，本件土地上におけるメガソーラー設置の差止請求（第

１事件）と，太陽光発電所の開発・建設および同発電所における発電事業等を

目的とする合同会社を被告とする，本件土地上におけるメガソーラー設置の差

止請求（第２事件）から構成される。被告らの代表社員は，ともに株式会社ファ

ンドクリエーション（Ｙ）である。裁判所は，原告らの請求をいずれも棄却した。

Ｘらは，塚原地区に居住し，別荘を所有し，または旅館・貸別荘・飲食店等

を経営する者である。由布市には，湯布院温泉などの全国有数の温泉があり，
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本件土地が存する由布岳の北麓，塚原高原（塚原地区）は，主に，由布岳・伽

藍岳・内山等の山々およびそのすそ野に広がる高原地帯から成っている。その

ため，この地域は自然の風景等を特徴とする観光地であり，年間を通じて国内

外から観光客が訪れる。

メガソーラー建設予定地（「本件土地」に同じ。）は，大分道南側の市有地約

20 万平方メートルと，北側にある民有地約 30 万平方メートルであり，本件土

地とは，前者の市有地約 20 万平方メートルのことである。市有地といっても，

従来牧草地の入会地（集落で共有している土地）であったものを，管理は集落

としたまま所有権だけを市に移したものである。近年は，高齢化によりその保

全が滞り，集落の要望を受けて，市が購入者を探していた。

市は，2012（平成 24）年 11 月，本件土地の売却を目的として，「由布市塚

原全共跡地有効活用公募プロポーザル要領」を定めた上で，売却先となる事業

者の公募を行った。最終的に，メガソーラー事業で１社が提案書提出に至った。

市は，本件事業計画を進めるため，2013（平成 25）年３月，本件事業計画

の実施に対応するため「由布市太陽光発電施設設置事業指導要綱」（同年４月

１日施行，以下「本件指導要綱」という。）を定めた。しかし，本件土地周辺

住民から，「麓を黒い太陽光パネルで埋め尽くすと景観が害される」と反対の

声が相次ぎ，売却手続きが中断した。別荘地エリアでも別のメガソーラー建設

計画が持ち上がった。別荘分譲が途中段階のまま，運営会社が倒産したため，

数回の売却を経て最終的に中国系資本が 86 万平方メートルの土地を６億円で

取得し，特定目的会社（SPC）を設立した。

反対運動の高まりを受けて，市は，2014（平成 26）年１月，早急に全国で

も類のない「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調

和に関する条例」（公布日施行，以下「メガソーラー抑制条例」という。）を制

定した。

市からＹへの土地売却手続きは中断していたが，2014（平成 26）年６月，Ｙが，

契約履行を求めて市を提訴した。2014（平成 26）年７月，市側がＹの主張を
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受け入れ，Ｙが実質勝訴する形で，訴訟は終結した。Ｙは，2014（平成 26）

年 12 月，市に対し，本件契約に基づき，売買代金として１億 4238 万 7700 円

を支払い，市は，Ｙに対し，本件土地につき，所有権移転登記手続をした。

そのため，2015（平成 27）年１月，Ｘらが，メガソーラー設備の設置等の

開発行為等の差止めを求め提訴した。

なお，事案の経過は，以下の表に整理したとおりである。 

塚原高原メガソーラー（大規模太陽光発電所）計画の動向①

―由布市から事業者への所有権移転　　　新聞報道等から筆者作成

・住民の高齢化により入会地（市所有で管理は集落）の管理が滞り，15 年間ほど買い手
を探していた。
・2012（平成 24）年７月，再生可能エネルギー固定買取制度（FIT）導入。
・2012（平成 24）年 11 月，本件土地の売却を目的として ,「由布市塚原全共跡地有効活
用公募プロポーザル要領」を定めた上で ,売却先となる事業者の公募を行った。
・2013（平成 25）年３月，東京の投資会社（Ｙ：第２事件被告の関連会社である第１
事件被告）と仮契約を締結（メガソーラー用地として購入，当時の買取価格は 40 円
/1KW税抜き）。

・2013（平成 25）年３月，本件事業計画の実施のため，市は指導要綱を定めた。
・2013（平成 25）年３月，売却案は市議会で可決された（買い手がやっと見つかったため）。
・2013（平成 25）年４月，臨時市議会で契約議案が可決された。
・その後，用途を知った観光業者や地元住民らが猛反発した。
・2014（平成 26）年１月，早急に全国でも類のない「由布市自然環境等と再生可能エネ
ルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」（いわゆる「メガソーラー抑制条例」。）
を制定した。
・2014（平成 26）年３月，市が，明渡しを留保し，投資会社Ｙに所有権移転の契約解除
を求めた。代替地を提案したが，投資会社Ｙは「代替地は費用増が予測される」として
受入れなかった。
・2014（平成 26）年６月，投資会社Ｙが契約履行を求めて市を提訴。
・2014（平成 26）年７月，市側が投資会社Ｙの主張を受け入れ，投資会社Ｙが実質勝利
する形で，訴訟が終結。市は，「契約通り所有権を移転した上で，計画見直しを協議し
たい」とした。
・2014（平成 26）年 12 月，投資会社Ｙは市に１億 4238 万 7700 円を支払い，所有権移転
登記をした。
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塚原高原メガソーラー（大規模太陽光発電所）計画の動向②

―市条例制定と住民による提訴　　　新聞報道等から筆者作成

・投資会社Ｙらは４回地元説明会を行った。2012（平成 24）年 12 月，2013（平成 25）年
７月，８月，12 月に実施。
・2013（平成 25）年 10 月，もう一つのメガソーラー候補地（別荘地帯，「リック・スプ
リングバレー」）を，太陽光発電会社（中国の太陽光パネルメーカーと国内企業の合弁
会社（SPC））が購入した。
・2014（平成 26）年１月，由布市がメガソーラー建設に当たって市に事前の届出を要す
るとした新条例（いわゆる「メガソーラー抑制条例」）を制定した。
・2014（平成 26）年 11 月，入会権を持っていた住民の一人が市と投資会社Ｙの売買契約
の無効確認を求めて提訴。
・2014（平成 26）年 12 月，投資会社Ｙは市に１億 4238 万 7700 円を支払い，所有権移転
登記をした。
・2015（平成 27）年１月，地元住民ら（Ｘら）31 名も，建設差止めを求める訴え（本件）
を提起した。
・2015（平成 27）年５月，合弁会社（SPC）が初めて説明会を開催した。
・投資会社Ｙは 2015（平成 28）年６月に着工予定であったが延期した。
・森林法に基づく許可を出す大分県は，県の外郭団体「森林（もり）ネットおおいた」が
本件土地を購入し，メガソーラーの適地を投資会社Ｙに斡旋するという案を提示したが，
受け入れられず立消えになった。

判決の要旨

争点（１）本件環境権または本件景観利益に基づく本件開発行為の差止めの

可否について

「そもそも環境権及び自然環境に対する景観利益については，そのような権

利又は利益が認められていると解すべき実定法上の明確な根拠はなく，また，

少なくとも，その権利又は利益の内容及びそれが認められるための要件も明ら

かではない。これに加えて自然環境の性質に鑑みると，個人がこれを排他的・

独占的に保有し支配するということは観念できない。そうだとすると，現時点

において，原告らは，本件開発行為の差止めを求めることの根拠となり得る権

利又は利益を有しているとはいえない。」

「また，仮に原告らが本件環境権又は本件景観利益を有しているとしても，

本件事業計画においては，…塚原地区の景観を含む自然環境に対する一定の配
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慮がなされていること，本件土地は，塚原地区の自然環境の一部を構成するも

のにとどまり，その現状は前記（略）で認定した状態にあること，本件事業計

画が本件土地の多数の入会権者及び由布市議会の賛同ないし承認を得た上で進

められてきたこと（略），本件事業計画は，湯布院地区に電力を供給するとい

うものであり，その年間発電量は湯布院地区の半数の世帯の消費電力を賄うこ

とができるものであること，発電所内に緊急避難場所が設置され，非常時の携

帯電話等の充電，非常用の食料の備蓄が可能となること，同計画に伴う工事に

より地元の雇用が創出されることが予定されていること（略）にも鑑みれば，

少なくとも，本件開発行為にその実施の差止めを認容すべき程度の違法性があ

るということもできない。」

争点（２）法的・行政手続的違法性および社会的相当性について

ア　潤いのある町づくり条例違反について

「建築基準法２条１項１号，都市計画法４条 11 号及び同法施行令１条を踏ま

えると，本件ソーラーパネルは，同条例にいう「建築物」，「特定工作物」に当

たらないと解するのが相当である。これに加えて，本件町づくり条例が，湯布

院町におけるリゾートマンション開発を抑制することを主たる目的として制定

されたものであると認められること（略）にも照らすと，本件開発行為が，主

として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行われる事業はもちろ

ん，それに類するとみなし得る事業に当たると解することも困難であり，被告

らに同条例に係る違反があったとはいえない。」

イ　由布市環境基本条例違反について

「原告らは，①被告らの担当者が，第４回地元説明会において，本件発言を

したこと，②仮に，被告らが本件植樹をしたとしても，本件土地は傾斜地であ

り，ソーラーパネルを隠すことにはならないとして，被告らが，塚原地区の自

然環境及び景観に対する理解や尊重を欠いており，本件環境基本条例５条５項

及び６項に違反している旨主張する。

これらの規定は，事業者に対して一定の努力義務を課すにとどまるものであ
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る。これに加えて，本件事業計画は，本件植樹を予定するなど，塚原地区の景

観を含む自然環境に対して一定の配慮をして策定されたものと評価できるし，

塚原地区の全住民の同意を得るには至らなったものの，被告らは４回にわたっ

て地元説明会を開催し，塚原地区の住民に対して本件事業計画に関する説明を

していることからすれば，原告らの主張する事情があったとしても，本件開発

行為の差止めを求めることの根拠となり得る権利又は利益の侵害を基礎づける

ものとはいえない。」

「また，原告らは，本件環境基本条例 19 条にもかかわらず，被告らは，本件

事業計画に係る環境への影響につき調査等を一切行っていない旨主張する。

しかしながら，この規定は，被告らに対して直接に法的義務を課すものでは

ないので，被告らに当該規定に係る違反があったとはいえない。」

ウ　本件募集要領違反について

「原告らは，本件事業計画が本件募集要領に違反するとともに，被告らが本

件土地を取得する過程で本件募集要領に違反する事実があった旨，本件募集要

領に定められた最低譲渡価格が低廉である旨主張するが，そもそも本件募集要

領は公有財産であった本件土地の売却のためにその手順を定めたにすぎないか

ら，原告らが主張する事情は，本件開発行為の差止めを求めることの根拠とな

り得る権利又は利益の違法な侵害を基礎づけるものとはいえない。」

エ　本件指導要綱違反について

「被告らは，平成24年12月から平成25年12月にかけて，参加資格を制限せず，

４回にわたり地元説明会を開催し，証拠（略）によれば，この説明会において，

本件事業計画に関する事業内容及び工事の施工方法等につき，相当の説明が一

通り行われたものと認められる。

そうすると，被告らに本件指導要綱違反があったとはいえない。」

オ　入会権放棄について

「原告らは，本件土地の売却手続は，入会権者全員の同意がないにもかかわ

らず，これがあったものと扱っている点で，入会権を侵害するとするが，入会
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権の侵害があったとしても，本件開発行為の差止めを求めることの根拠となり

得る権利又は利益を違法に侵害することを基礎づけるとはいえない。」

カ　森林計画に関する通達違反について

「原告らは，本件土地は，森林法上の森林に当たり，本件開発行為は，森林

での開発行為の許可基準に関する通達に違反すると主張するが，本件全証拠に

よっても，本件土地が森林法上の森林に当たるとは認めるに足りず，原告らの

主張は理由がない。」

「以上のとおりであるから，本件開発行為は本件景観利益を違法に侵害する

もので，差止められるべき旨の原告らの主張は理由がない。」

争点（３）営業権に基づく本件開発行為の差止めの可否について

「原告ら（略）は，塚原地区の景観を含む自然環境を活かした営業を行って

きたのであり，そのような営業権に基づき，本件開発行為の差止めを求める旨

主張する。」

「しかしながら，そもそも原告らは本件環境権及び本件景観利益に基づき本

件開発行為の差止めを請求できないのは前記のとおりであり，これに加えて，

被告らは，由布市の指導に従って本件事業計画を進めていたのであって，被告

らに原告らの営業権を侵害することについて害意があることを窺わせる事情は

存しないこと，及び被告らは，本件土地において本件事業計画を行うために，

相当の資金と時間をかけて準備を進めてきたことを考慮すると，原告らが，塚

原地区の景観を含む自然環境を活かした営業を行っていたとしても，本件開発

行為が社会通念上許される自由競争の範囲を逸脱するようなものであるとか，

その態様が社会的相当性を欠くものであるということはできないから，原告ら

の営業権を違法に侵害するものということはできず，この点に関する原告らの

主張は採用できない。

従って，原告らの営業権に基づく本件開発行為の差止請求には理由がない。」
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評釈

判決に賛成する。

本判決は，メガソーラー設置により自然景観が破壊されたとの住民からの訴

えに対して，自然景観利益の法的保護性を消極的に解することで，退けたもの

である1。メガソーラー設置による景観破壊および安全性の確保不足への懸念が

問題視されているところ，本件は前者に関して争われた。以下に検討する。

１．メガソーラーとは

メガソーラーとは，出力１メガワット（1000 キロワット）以上の大規模な

太陽光発電施設のことである。発電所建設には広大な用地を必要とするが，

再生可能エネルギーの基幹電源として期待されている。全国には，4,598 ほど

ある 2。

近年，エネルギーを取り巻く情勢の変化により，再生可能エネルギーへの関

心が高まっていたが，平成 23（2011）年３月の東日本大震災に伴う原発事故

による電力不足，さらに平成 24（2012）年７月に開始された再生可能エネルギー

の固定価格買取制度（FIT：Feed-in Tarif）で採算性が確保されたことにより，

国内でのメガソーラー建設が一気に加速された。

それとともに，これまで使途がなく遊休地とされていた土地をメガソーラー

設置に充てるケースは少なくない。陸上では，空き地，休耕地，埋立地，堤防，

干拓地など，地上に直接設置することになる。屋上では，大型の倉庫，工場，

ビル，学校などの公共施設の屋上・屋根などに設置する。その他，水上（洋上）

に設置するタイプもある。

1　判例解説として越智敏裕（2017）「メガソーラー設置等差止請求事件判決」新・判例解説
Watch21号279頁がある。
2　エレクトリカル・ジャパン「日本全国の太陽光発電所（メガソーラー）一覧地図・ランキング」

http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/type/8.html.
ja（最終閲覧2018年2月21日）。
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２．メガソーラー設置事件

太陽光発電は，大規模ダム開発（水力発電）や石油に頼る発電とは一線を画

し，自然エネルギーの利用促進，再生可能エネルギーの利用促進等として特に

東日本大震災以降には推奨されてきた経緯を持つ。こうしたメガソーラーの設

置は，近年の急激な変化であったため，まだ法整備（法規制）が行き届いてい

なかった。そのため，各地でトラブルが生じている。以下に，訴訟となったも

のを２件紹介する。

１件目は，住民らのメガソーラー設置反対の意見表明に対してそれを威嚇す

るような動きを事業者（企業）側が取ったケースである長野地裁伊那支部判 

平成 27（2015）年 10 月 28 日・判時 2291 号 84 頁である 3。

ここでは，原告である太陽光発電に携わる事業者が，被告である住民に対し，

太陽光発電設備設置に関する住民説明会における被告の発言が，原告の名誉

および信用を毀損する違法なものであり，かつ被告がこれらの発言や反対運

動により原告に太陽光発電設備の設置を断念させたと主張して，不法行為に

基づき，損害賠償の請求を行った（本訴）。これに対し，被告は，本訴請求の

訴え提起が違法であると主張して，不法行為に基づき，慰謝料の支払いを求

めた（反訴）。この反訴によって，こうした事業者が一地域住民を訴える行為

が，スラップ訴訟（威圧訴訟，恫喝訴訟）と言えるのではないかということ

が争われた。

裁判所は，訴えの提起が不法行為に当たる場合（最三小判昭和 63 年１月２

日・民集 42 巻１号１頁）という基準を用いて，「被告の言動は，いずれも平穏

な言論行為であって，何ら違法と評価すべきものはない」と判断した。その上

で，慰謝料の支払いを事業者に求めた。

２件目は，佐賀県が，吉野ヶ里歴史公園に隣接する地域一帯の利活用策と

して，メガソーラー発電所を設置する事業者に貸渡す事業を策定し推進した

3　拙稿（2016）「景観保全のための住民運動のあり方を考える―環境行政法学からの一考察―」
地域生活学研究 （７）pp.95-116を参照のこと。
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ことに関して，原告住民らが各土地の提供差止請求，および財務会計法規上

の義務に違反する行為があったとして住民訴訟を提起した吉野ヶ里メガソー

ラー発電所の移転請求事件（佐賀地判平成 27 年 10 月９日・LEX/DB文献番

号 25541670）である。

佐賀県は，吉野ヶ里歴史公園に隣接する国営公園区域と県立公園区域とを

含む各土地を含む周辺一帯の利活用策として，各土地を県有地とし，メガソー

ラー発電所を設置する事業者（合同会社）に貸し渡す事業を策定した。その後，

同事業に基づき，（１）各土地の所有者である開発公社との間で各土地の売買

契約を締結し，（２）建設業者４社に対し各土地の一部について造成工事を委

託する請負契約をそれぞれ締結し，（３）合同会社に対し各土地を賃貸する契

約を締結して引き渡し，現在まで利用させていること，ならびに（１）の売

買契約および（２）の各請負契約等に係る代金額につき支出命令を発し支出

を行ったことについて住民訴訟が提起された。原告住民側は，賃貸借契約に

は違法があり，同契約に基づく各土地の合同会社への提供が相当な確実さを

持って予測されるなどと主張して，佐賀県知事である被告に対し，地方自治

法 242 条の２第１項１号に基づき，合同会社に対する各土地の提供の差止め

を求めるとともに，本件で問題とされている各財務会計上の行為があった当

時の佐賀県知事には財務会計法規上の義務に違反する違法があったなどと主

張して，被告に対し，同項４号に基づいて，不法行為に基づく損害賠償の請

求をした。

裁判所は，監査請求期間を経過したこと等を理由に一部の訴えを却下し，そ

の余の請求を棄却した。

メガソーラー事業の違法性についても議論がなされた。具体的には，原告

らは，佐賀県が本件メガソーラー事業により吉野ヶ里遺跡群の固有の考古学

的・文化財的価値を破壊・毀損したなどと主張した。しかし，「本件各請負契

約に係る造成工事により本件各土地の地中に存する埋蔵文化財が物理的に破

壊されたことが一応推認されるとしても，土地の造成を含め，開発行為を行
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うことについて文化財保護法上の違法は存しないというべきである（文化財

保護法 93 条，94 条，文化財保護法施行令５条１項５号，同条２項参照）」と

裁判所は判断した。さらに，確認調査の不十分さを原告らは指摘したが，「発

掘調査を行う具体的な位置面積は確認調査の結果に基づき決定されるものと

いうべきであるから，本件発掘調査の実施にも過誤があるとはいえない。」と

の判断が下された。

また，原告らは，佐賀県が本件メガソーラー事業により吉野ヶ里遺跡群を

取り巻く歴史的・文化的景観の価値を破壊・毀損したことは，景観法４条，

佐賀県美しい景観づくり条例３条１項，吉野ヶ里歴史公園周辺景観条例ない

しそれらの趣旨に違反している旨主張した。しかしながら，原告らの上記主

張は，「本件各変更契約及び本件各支出命令並びに本件賃貸借契約に関する財

務会計法規上の違法を主張するものではなく，それらに先行する原因行為で

ある本件メガソーラー事業の施策決定の違法又は不当を主張するものといわ

ざるを得ず，採用することができない」と退けられた。住民訴訟による限界

でもあった。

３．全国的な動向

メガソーラーを設置する権利は，2012（平成 24）年７月の再生可能エネル

ギーの全量固定価格買取制度（FIT）導入とともに創設された。特に産業用太

陽光発電設備では予想を上回る 40 円（税抜き）という価格がつき，この太陽

光売電権利（ID）の取得に異業種の企業が殺到した。買取価格は，その後 36 円，

32 円，29 円，27 円，24 円などと値段を下げている。売電権利取得数のわりに

発電設備の着工数が伸びていない。そのため，買取価格の高い太陽光発電設備

に偏っていることや，売電権利だけを取得し運転開始を意図的に遅らせている

ケースがあることなどが問題となった。現在では，FITで取得した売電権利の

失効を控え，これらの事業者に事業着手を勧める事業者およびそれらの権利を

買い取ろうとする事業者も現れている。
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他方，メガソーラーは，再生可能エネルギーという耳障りの良いものではあ

るが，それが産業用として大規模に設置されると，いくつかの問題を生じさせ

ている。景観破壊，防災不備，生活環境の劣化，自然破壊，行政の手続の不備，

住民との合意形成プロセスの不足に加え，国の制度の整備不足などがあげられ

る。住民からの反応が大きいのは景観破壊（景観利益を損なうこと）である。

山の側面が人工的なパネルに覆われると，日頃風景には無頓着な人でも否応な

く気づかされる。また，反射光も気になるようになる。特に，景勝地を売りに

している観光地 4や別荘地に転入者を誘致している自治体 5には，深刻な問題で

ある。さらに，天候不順やゲリラ豪雨が取りざたされると，メガソーラー設置

の安全性も懸念される 6。

こうした背景のもとで，国および自治体も対応を余儀なくされた。環境省は，

2016（平成 28）年４月に，『太陽光発電事業の環境保全対策に関する自治体の

取組事例集』を公表した。このなかには，環境影響評価条例における太陽光発

電事業の取扱い状況を中心として，環境保全条例やガイドライン，要綱により

事業者に対して一定の配慮を求めている自治体を紹介している。また，NPO

法人　太陽光発電所ネットワークの吉田幸二氏（主任研究員）による 「事業用

太陽光発電施設等に対する地方自治体の条例等の制改訂状況の調査報告　2017

年５月 31 日」は，2016（平成 28） 年 11 月 14 日～ 2017 （平成 29）年１月 30 

日を対象機関として，全国の都道府県及び市区町村 1,789 の自治体（812 団体

より回答あり）および独自調査による成果を含み，合計 894 団体の調査結果を

まとめたものである。

4　一例として，伊東市八幡野における山林を外資系会社が開発するメガソーラー計画と，そ
れに対する住民の反対運動。土砂災害や海洋汚染も懸念されている。他方，長野県池田町の
ように，景観配慮を求める町と事業者が歩み寄り，反射光を抑制できた事例もある。
5　一例として，山梨県北杜市における別荘地転入者らによる反対運動。拙稿（2016）「景観保
全のための住民運動のあり方を考える―環境行政法学からの一考察―」地域生活学研究（７） 
95 - 116頁参照。
6　一例として，仙台市太白区における土砂崩れによるソーラーパネル崩落。
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後者である吉田氏の調査（2017（平成 29）年５月 21 日現在）によれば，太

陽光発電施設に関わる対応として最も多いのは， 「既存の法，条例等で対応（景

観計画・景観条例，環境影響評価条例含む）」とした 308 自治体で 34％，二番

目に多いのは，「条例等は無い」とした 233 自治体で 26％，三番目に多いのが，

「既存の法，条例等に従う」とした 78 自治体で８％であった。熱心な取組みを

していると捉えられる，「関係法令または諸手続きの一覧がある」は 33 自治体

で４％，スピーディな対応をしたと捉えられる「既存の条例等に太陽光発電施

設・パネル等も対象とした」は 117 自治体で 13％，「再生エネルギー（太陽光

含む）独自の条例がある」は 96 自治体で 11％であった。

これらの 96 自治体で制定しているのは，「条例等」であるため，具体的に

は何を制定しているのかということを複数回答有で集計したのが，以下の棒

グラフである。最も多いのはガイドラインであり，続いて要綱であり，法規

範性がある条例（および施行規則）は，28 自治体で計 96 自治体の 29％でし

かない。以上のことから，太陽光発電施設設置の法的統制は，十分には図ら

れていないことが伺える 7。 

7　事業者のなかには，行政指導や要綱には法的拘束力がないため，それらには従わないこと
を予め自社ホームページ等で表明する者もいる。拙稿（2016）「景観保全のための住民運動
のあり方を考える―環境行政法学からの一考察―」95-116頁，地域生活学研究７号，114頁。

183



－184 （     ）－

事業用太陽光発電施設に対する自治体条例等の対応

（吉田幸二（NPO法人　太陽光発電所ネットワーク2017.5）による調査報告書を基に筆者作成）

太陽光発電施設に関わる条例等
（合計 894 自治体）

独自の条例等（条例，ガイドライン，
要綱，基準等）の内訳（合計 96自治体）

本件事件が生じた大分県由布市は，由布市自然環境等と再生可能エネルギー

発電設備設置事業との調和に関する条例（メガソーラー抑制条例）および同条

例施行規則が制定されており，スピーディな取組みがなされた自治体の一つで

ある。それは，こうした大規模な開発案件があったからに他ならない。

なお，同条例および施行規則は，市議会で本件土地に係る契約議案が可決さ

れた後であり，本件事業計画には影響しない。

さらに，懸念されることとして，太陽光パネルの使用期限が終了した，また

は太陽光発電事業が終了した（計画が満了した）段階で，事業者が，太陽光パ

ネルを撤去して原状回復してくれるかという問題がある。この問題の解決のた

めには，できれば撤去費用のデポジット制を導入したいが，現行法の下では難

しいと考えられる。そのため，事業者と協定を締結しそこに原状回復を盛り込

む，または本件であれば市有地売却の折の契約（または条例）に地域との協調（紛

争となるようなことがあってはならない）という条文を明記等する契約的手法

をとることを提案したい。ただし，これらはいずれも，事業者が倒産してしまっ

た場合には奏功せず，おそらく撤去は公の負担となることが予想される。その
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ため，継続監視の仕組みの創設も検討していく必要がある 8。

４．争点（１）自然環境に対する景観利益の法的保護性について

裁判所は，原告らは，本件開発行為の差止めを求めることの根拠となり得る

権利（本件環境権）または景観利益を有しているとはいえないと判示した。本

件では，自然景観が問題とされているところ，自然景観は，個人がこれを排他

的・独占的に保有し支配することは観念できないとも判断した。

景観保全に関しては，いわゆる国立高層マンション訴訟（最一小判平成 18

年３月 30 日・判時 1931 号３頁）が，都市景観につき，「大学通り周辺の景観は，

良好な風景として，人々の歴史的又は文化的環境を形作り，豊かな生活環境を

構成するものであって，少なくともこの景観に近接する地域内の居住者は，上

記景観の恵沢を日常的に享受しており，上記景観について景観利益を有するも

のというべきである」と判示している。つまり，景観利益というものは，およ

そ一般的に認められるのではなく，①それなりの客観的価値を有し歴史的・文

化的環境を形成する都市景観の存在，②それとの関係での近接居住性，③その

恵沢の日常享受性があれば，個人について認められる利益となる 9 10。

さらに，景観利益の特質として，生活利益の中でも，騒音，振動や大気汚染，

8　太陽光パネルは，その発電効率が10年を経過すると急激に低下するとされている。今後，
より効率の良いものが開発されれば，買い替えも進むであろう。いずれ大量の太陽光パネル
が廃棄物となる日も来ると想定される。そのための産廃処理（再資源化）の技術開発および
ガイドライン等の策定（「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第
1版）平成28年3月　環境省」等）も進められている。
9　北村喜宣（2017）『環境法　第４版』弘文堂　213頁。
10　第一審判決（東京地判平成14年12月18日・判時1829号36頁）では，裁判所は，原告３
名を含む当該範囲の地権者らが，70年以上にわたり，公法上の規制の有無にかかわりなく
自己の所有権の行使に一定の制約を課し，相互の自制と努力により大学通りおよびその周辺
の良好な景観を保持してきたこれら周辺地権者らの不断の努力の成果を高く評価している。
しかし，最高裁判決では，このような記載はなく，その点では，住民が作り上げた景観かど
うかという点は，景観利益の要件ではないと考えられる。この要件が求められるとすれば，
本件のような元来存在していたとされる自然景観に係る景観利益は，（当該自然景観地の地
権者が原告とならない限り，）より認定されづらくなるといえる。
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日影などの問題は，人の健康を害し，平穏で安全な生活を脅かすという事態に

もなり得るのに対し，良好な景観の恵沢は，日常生活に必要不可欠なものでは

ないということが挙げられる。また，景観利益は，その性質上，極めて状況依

存的な利益である。つまり，眺望利益を享受する者は，対象となる景観，自然

風物，人工物などに対する直接の管理権，所有権を有しないことを通常とする

ため，それらの対象が物理的に変化することを止める権利を当然に有するもの

ではないし，また，見晴らしに関する周囲の地理的条件も，社会の変化に伴っ

て自ずから変容していくことが避けられないのである。すなわち，景観利益は，

これを享受する者にとって，生活に必要不可欠なものではないこと，眺望を成

立させている諸条件に対して直接的な支配権能を有しないという意味で状況依

存性が高いことに加えて，眺望利益の保護は，周囲の土地所有権等に対する制

約を必然的に伴うことをも考慮すると，景観利益に対し，法的に強度の保護を

与えることは相当ではないといわざるをえない。

次に，本件で問題となっているのは自然景観であることから，景観利益の要

件①「歴史的または文化的環境を形成する」は，自然景観にもあてはめること

が可能かどうかを検討する。自然景観に関しては，自然公園法が，自然風致景

観利益，すなわち施設の設置許可が違法にされ，施設の建設及び稼働によって

設置予定地周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を，

個別的利益として保護する趣旨を含むとする高裁判決がある。設置予定地の近

隣またはそれほど遠くない場所に居住し，施設の稼働によって，騒音，悪臭，

粉塵等の被害を受けるおそれがある者は，設置許可の差止めを求める法律上の

利益を有し，その差止訴訟の原告適格を有するとしたものである（大阪高判平

成 26 年４月 25 日・判自 387 号 47 頁）。

他方，景観利益の「歴史的または文化的環境を形作るもの」という定義は，

自然景観に及ばないとする高裁判決（仙台高判決秋田支部平成 19 年７月４日 

・LEX/DB 文献番号 28132157）もある。具体的な検討としては，マンション

から見える「生駒山から昇る朝日」について，「一般的に，朝日が昇る場面に
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関する眺望が直ちに文化的・歴史的価値を有するに至っていることを認めるに

足りないから，このような眺望が，原告らにとっての主観的な価値を超えて，

文化的・社会的な客観的価値を有するに至っているとまでは，当然にいうこと

はできない」と判示した大阪地判平成 24 年３月 27 日・判時 2159 号 88 頁，お

よび松島の自然的文化的環境に関し，景観利益の内容が具体的に明確化されて

いるとは解し難い（自然公園法の適用はないが，なお同法によっても同様に解

される。）と判断した仙台高判平成５年 11 月 22 日・判タ 858 号 259 頁等がある。

つまり，自然景観は自然的文化的環境を享受する利益であると想定すると，一

般的にその内容が明確なものとして確立されているものとはいえないとするの

である。というのも，景観破壊によりこうした景観利益が侵害される場合を考

えても，特定の地域のどのような景観を保護すべきか，その景観をどのように

保護すべきか，その景観の保護をこれと対立する地域内土地の個々人による自

由な使用収益，地域開発等の利益とどのように調和させていくかなどの点につ

いて，様々な見解があり得るからである。

現状においては，このように自然景観利益というものの景観利益性は確立し

ているとはいえない。そのため，裁判所は，本件に関し，①実定法上の明確な

根拠はなく，および②景観利益の内容およびそれが認められるための要件も明

らかではないこと，ならびに③自然環境の性質に鑑みると，個人がこれを排他

的・独占的に保有し支配するとは観念できないことを理由として，原告らは，

本件開発行為の差止めを求めることの根拠となり得る権利または利益を有して

いるとはいえないと判断した。

加えて，本件事業計画地は，都市計画法上の計画区域ではないばかりではな

く，他方，国立公園でも国定公園でもないことからも，本件原告らには設置許

可の差止めを求める法律上の根拠は見つからない。

さらに，裁判所は，「仮に原告らが本件環境権又は本件景観利益を有してい

るとしても」として，本件事業計画が，塚原地区の景観を含む自然環境に対す

る一定の配慮がなされていること，および本件事業の当該地区に及ぼす公益性
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（緊急避難所の設置，非常時用設備の充実，および雇用の創出）についても言

及した。ゆえに，本件事業にその実施の差止めを認容すべき程度の違法性があ

るということもできないとする裁判所の判断に異論はない。

５．争点（２）法的・行政手続的違法性および社会的相当性について

前述の国立高層マンション訴訟では，最高裁は，「景観利益の保護とこれに

伴う財産権等の規制は，第一次的には，民主的手続により定められた行政法規

や当該地域の条例等によってなされることが予定されているものということが

できる」ため，「ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるた

めには，少なくとも，その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するも

のであったり，公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど，侵害行

為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くこ

とが求められる」と判示した。

そこで，本件事業が，刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであるか，

または公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるかを検討すると，争点

（１）の帰結に同じく，法的・行政手続的違法性を形成する法律上の根拠は見

つからない。加えて，侵害行為の態様や程度の面においても，社会的相当性を

欠く事業の性質を備えるとも考えられない。以上から，本件原告らには設置許

可の差止めを求める法律上の根拠は見つからないといえる。

なお，原告らは，本件土地の売却手続は，入会権者全員の同意がないにもか

かわらず，これがあったものと扱っている点で，入会権を侵害したとする。と

いうのも，被告らが購入した本件土地のうちの（元）市有地部分は，地元農民

らが入会地として共同利用してきた土地であるが，入会権利者の高齢化等で維

持が困難となり，所有者である市が 15 年間ほど購入者を探してきた経緯があ

るからである 11。この件につき，裁判所は，「入会権の侵害があったとしても，

11　産経ニュース「火種振りまくメガソーラー　由布市住民と業者対立深刻化　大分」
2015.6.23  7：10。
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本件開発行為の差止めを求めることの根拠となり得る権利又は利益を違法に侵

害することを基礎づけるとはいえない」と言うにとどめる。確かに，この点に

ついては，購入者である被告ではなく，むしろ売却した市と住民との意思疎通

が問題となる。

６．争点（３）営業権侵害について

原告らは，営業権に基づく本件開発行為の差止めを求める。原告らは観光業

として，塚原地区の自然景観を活かした営業をしてきたのであり，本件事業か

ら受ける影響も懸念される。また，由布市環境基本条例５条「事業者の責務」

では，努力義務規定ながらも，その５項では「事業者は…地域の構成員として

風土及び環境への理解を深めるとともに，それを尊重しなければならない」と，

６項では，「事業者は，事業を行うに当たっては…風土及び環境の特性に最大

限配慮し，またそれを損なわないよう努めなければならない」と規定すること

も理由とする。

しかし，裁判所は，そもそも，被告らは，由布市の指導に従って本件事業計

画を進めていたこと，本件事業計画は，本件植樹を予定するなど，塚原地区の

景観を含む自然環境に対して一定の配慮をして策定されたものと評価できるこ

と，および被告らは４回にわたって地元説明会を開催していること等から，被

告らの事業開始への姿勢は原告らへの悪意（害意）を含むものではなく，社会

通念上許される自由競争の範囲を逸脱しておらず社会的相当性も欠いていない

と判断した。由布市基本条例８条「施策の基本方針」４号，および 23 条「資

源の循環的利用の促進」には，資源の循環的な利用やエネルギーの有効利用と

いう文言が並ぶ。同条例 16 条「温泉資源の適正な活用と保全」には，「温泉が

本市の有する地質的条件からもたらされる重要な環境資源であるという認識の

下，温泉資源の適正な活用及び保全を図らなくてはならない」と明記されてい

る。そのため，エネルギー施策と温泉の利活用は，同条例８条に則り，「各種

施策の相互の連携を図りつつ，総合的かつ計画的に行わなければならない」と
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される。つまり，由布市基本条例は，どちらも重要としており，優先順位をつ

けていないわけであるから，筆者としては，この判断にも首肯する。

７．考察

総じて，筆者の本件に係る意見は，裁判所の判断を是とするものである。

しかし，事件の経過から勘案するに，市議会で契約議案が可決されているに

もかかわらず，市は，住民の反対を大きくとらえて，被告への土地の明渡しを

留保し代替地の提示まで行った。また，遅まきながらも，メガソーラー抑制条

例を制定した。これらから，市は，被告への本件土地の譲渡および本件事業計

画の推進を，後悔しているものと考えられる。残念ながら，このように問題と

なってからしか認識できない事例は少なくない。

また，景観に係る争いが同業者間の良好な景観（眺望）の取り合いであれば，

各事業者の経営努力を促したうえで自由競争に委ねるということもあり得るで

あろう 12。しかし，本件のように観光業と太陽光発電事業というように異業種

であり，新規事業が従来型事業の景観利益を侵害する形で空間利用するとなれ

ば，いずれもそれぞれの公益性を担っているわけであるから，事前に空間的す

みわけを検討すべきではなかったのかということが想起される。

では，１）原告側が勝つためのロジックはどういうものか，２）そのために

はどうすべきか，以下に検討する。

１）景観利益については，残念ながら，その有効性，つまり良い景観を見る

ことでどれだけの良い効果があるのかということの実証はなされていない。良

い景観の基準も，それが必須であるという認識もない。そのため，訴訟におい

ても相対的な総合考慮で，すなわち，原告と被告のいずれの主張が認めやすい

かで判断されるという性質のものといえる。

12　拙稿（2018）（連載「ビジネスに関わる行政法的事案」第３回　眺望の奪い合い―同業者
間の競合の場合（レストランおよびマンション）」（一社）GBL（Global Business Law）研
究所ホームページhttp://gbli.or.jp/kohyama_gyosei-3/。
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他方，景観利益が認められた事例としてよく引用される国立高層マンション

訴訟は，「街づくり」という文脈であった。住民はフリーライダーではなく，

不断の努力で街に景観保全という付加価値を付けてきた存在である。第一審

も，この点を高く評価した。そのため，由布市およびその住民も，お互いに何

らかの我慢（相互の自制と努力）をしながら景観を守ってきたということの立

証ができれば，勝訴の可能性が高まると考えられる。

または，事業者が唱える再生可能エネルギー事業の実施という公益性に対し

て，住民側がこの差止めという行為にそれ以上の公益性（現状維持ではなく，

プラスの効果）があることを証明できればとも考える。観光事業に差し支える

という事業対事業という構図で，客足が落ちることという経済的損失の立証を

することに加えて，地域の自然景観の良さ（環境保全）を高い水準で維持する

ことの必要性を強く主張するのである。

２）多くの判例・裁判例の蓄積から，自治体は，問題となる前に備えること

が可能となっている。そのため，もしも自然景観が地域の重要な潜在的な資源

であり，守らねばならないと認識しているのであれば，モデル条例のコピペ（コ

ピー＆ペースト）のような環境基本条例を策定するのではなく（いわゆるコピ

ペ条例ではなく），明確な順位付けと保全の意思を環境基本条例等に織り込む

ことが必要になる。都市計画，景観計画および生物多様性地域戦略，ならびに

エネルギー（基本）計画との連係も求められる。地域デザインまたは地域アイ

デンティティの確立を重視するのである。こうすることで，裁判においても，

法的に地域の意思および優先順位を示すことも，事業者からの「ねらい撃ち」

との非難を免れることも，可能となる。加えて，転ばぬ先の杖のようなルール

作りが必要になるのであり，メガソーラー抑制条例等の制定により 13，メガソー

ラー事業者の関心を惹きつけぬ工夫も仕掛け作りも可能となる。

13　荏原明則（1999）「農村景観の保護」阿部奏隆・水野武夫編『環境法学の生成と未来』
311—344頁の，「五　農村景観の保護と特定施設の規制―最近の地方公共団体による条例制
定を手がかりに」が参考になる。
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８．結びに代えて

前述の仙台高判平成５年 11 月 22 日・判タ 858 号 259 頁において，判決は，「空

間的状態」という文言を用いて景観利益（ここでは眺望利益）を説明している。

「眺望の利益は，観望地点と対象となる景観地点との間に眺望を妨げる障害物

がないという空間的状態から生ずるにすぎないものである。そしてこのような

利益を享受しているからといって，そのことから当然に観望地点の権利者に右

両地点の間に存する土地を支配する権利が認められているものではない。」と

しており，契約関係があればともかく，当然に空間的状態を変更するような利

用を妨げる権利があるわけではないことから，これによって他人の土地の眺望

を阻害したとしても，それが全面的な阻害に及ぶような極端な場合を除き，右

使用収益権者の有する権利の行使の結果にすぎないものと判断している。景観

利益には消極的見解ではあるが，筆者には異存はない。むしろ筆者は，こうし

た判決を契機として，法的な仕組みとしての地域の土地利用計画の立体化，つ

まり「地域空間利用計画」というものも今後は想定していくべきであろうと考

える 14。

学生に，景観の変化等について尋ねてみると，「気づいていなかった」「気に

しない」と回答する者が 9割以上を占めている。皆が気にしないのなら問題な

いのかとも思われるが，それでは気づかないのが幸い（鈍感であれ）という理

屈になってしまう。「審美的なものへの感覚が鋭い人」「感受性が高い人」は，

生きづらいであろう。人の志向（嗜好）の多様化，専門化（個性化）が進んで

いると言われる。こうした人たちの意見を汲み取る仕組みが求められていると

考える。

さらに，本件の本質は，再生可能エネルギー事業の登壇により，土地の有効

利用というキャッチワードの下で，空き地（または価値が低いとされていた土

地）を市場で交換するようになったことである。再生可能エネルギー事業は，

14　拙稿　前掲12）
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エコ（環境に良い）という公益性を身にまとい，憲法上の経済的自由権を具現

化することを錦の御旗とする。一方，景観保全は，景観権という権利性をもた

ず，景観利益が認められる場合もあるに留まる。景観保全はかなり分が悪いと

いえる。加えて，この市場における交換の投資者は，当該地域の住人というわ

けではない。ESG（E:環境，S:社会，G:ガバナンス）投資という志向が席巻

しており，世界中のお金が投資先を求めている。地域対市場という構図も浮か

び上がる。市場に委ねてはいけないところを守るしかけづくりとともに，市場

における土地の交換の仕組みの見直しを，行わねばならないと考える。
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